
 

 

松戸市防犯用品貸与要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の防犯団体に対し、予算の範囲内において防犯用品を貸与

することにより、防犯活動を支援するとともに、市民の防犯意識の向上を図り、も

って安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 防犯団体 市内に居住し、通勤し、又は在学する５人以上の者による団体及び

防犯協会その他市長が特に認めた団体であって、自主的に防犯活動を行うものを

いう。 

⑵ 防犯活動 犯罪の防止のための活動であって営利を目的としないものをいう。 

⑶ 防犯用品 防犯活動の実施に必要な物品をいう。 

（貸与申請） 

第３条 防犯用品の貸与を受けようとする防犯団体は、松戸市防犯用品貸与申請書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 防犯活動実施計画書 

⑵ 防犯団体の構成員等が分かる書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（貸与決定） 

第４条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、防犯用品

の貸与の可否を決定し、松戸市防犯用品貸与決定（却下）通知書（第２号様式）に

より申請者に通知するものとする。 

（貸与条件） 

第５条 前条に規定する防犯用品の貸与決定を受けた者は、次に掲げる条件を遵守し

なければならない。 

⑴ 防犯活動の内容等を変更し、又は防犯活動を中止する場合は、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

⑵ 善良な管理者の注意をもって防犯用品の維持管理を行うとともに、破損、紛失



 

 

等が生じたときは直ちに市長に報告すること。 

⑶ その他市長が必要と認める条件 

（処分制限等） 

第６条 防犯用品の貸与決定を受けた者は、市長の承認を受けずに防犯用品を防犯活

動以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（実施報告） 

第７条 防犯用品の貸与決定を受けた者は、毎年度終了後、速やかに防犯活動の実施

内容を市長に報告するものとする。防犯活動を終了し、若しくは中止したときも、

また同様とする。 

（貸与決定の取消し） 

第８条 市長は、防犯用品の貸与決定を受けた者が前３条の規定に違反したときは、

防犯用品の貸与決定を取り消すことができる。 

（返還） 

第９条 防犯用品の貸与決定を受けた者は、防犯活動を終了し、若しくは中止し、又

は前条の規定により貸与決定を取り消されたときは、速やかに防犯用品を返還しな

ければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 この要綱の施行日において現に防犯用品の貸与を受けている防犯団体は、この要綱

の規定により貸与決定を受けたものとみなす。 

（施行期日） 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 



 

 



 

 

 


